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第11 中間検査 

 

    中間検査とは、完成検査時に検査する事ができない項目又は工事の工程から完成検

査前に検査する必要があると認められる項目について検査するものであり、消防機関

が直接検査するか事業所等の工事施工記録又は自主検査報告書を消防機関が書類審査

又は抜取検査を行うことにより確認することをいう。 

なお、事業所等の工事施工記録又は自主検査報告書には、検査の年月日、場所、実

施者名（検査資格が必要な場合は資格証明書の写し又は番号）、方法、器具、結果、

合否及び検査における責任者名の記載が必要である。 

中間検査の項目及び確認方法は、おおむね次のとおりとする。 

 

１ 共通事項 

(1) 配管検査 

ア 経路（現場確認） 

イ 漏えいの有無（次に示す方法で行った水圧（気密）試験結果報告書又は現場抜

取検査） 

(ｱ) 試験媒体は、陸上部分では水又は窒素等の不燃性気体（新設配管の場合は、

空気でも可）、水上部分では水で行うこと。 

(ｲ) 試験圧力は、当該配管の最大常用圧力の1.5倍以上とする。 

(ｳ) 試験方法は、試験配管の末端をふさぎ、当該配管全体に規定の圧力をかけ、

陸上部分では30分以上、水上部分では４時間以上放置後圧力に変化の無いこと

を確認し、点検ハンマー等により溶接箇所等の漏れを確認する。窒素等を用い

る場合は、溶接箇所等の継手部に発泡剤（石けん水等）を塗布し漏れを確認す

る。 

ウ 試験圧力の確認（現場又は写真により確認） 

エ 水上部分では、配管溶接部全線の放射線透過試験又は浸透探傷試験を実施する

こと。 

オ 配管防食措置（現場又は写真により確認） 

(2) 消火設備（第４種及び第５種を除く。） 

 作動試験（消防用設備等試験結果報告書及び現場作動試験） 

(3) 警報設備 

         作動試験（消防用設備等試験結果報告書及び現場作動試験） 

(4) 避難設備 

         作動試験（消防用設備等試験結果報告書及び現場作動試験） 
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２ 屋外タンク貯蔵所 

(1) 鉄筋コンクリート製の防油堤及び基礎の配筋検査 

ア 配筋の太さ（現場又は写真により確認） 

イ 配筋の間隔（現場又は写真により確認） 

ウ 配筋の結着状況（現場又は写真により確認） 

エ コンクリートの厚さ（現場又は写真により確認） 

(2) タンク基礎の水平度（防油堤基礎一体のものは除く。）（現場又は水平度測定結 

果報告書により確認） 

(3) タンク本体に係る溶接線の目視検査（現場又は写真により確認） 

(4) タンク本体に係る溶接線の非破壊検査（現場施工のものに限る。）（現場又は非破

壊検査試験結果報告書により確認） 

(5) 基礎・地盤の標準貫入試験及び平板載荷試験（現場又は標準貫入試験及び平板載

荷試験結果報告書により確認） 

(6) 屋根の漏れ試験（現場又は屋根の漏れ試験結果報告書により確認） 

 

３ 地下タンク貯蔵所 

(1) タンク室検査（基礎、壁面及び上部スラブ） 

ア 配筋の太さ（現場又は写真により確認） 

イ 配筋の間隔（現場又は写真により確認） 

ウ 配筋の結着状況（現場又は写真により確認） 

エ コンクリートの厚さ（現場又は写真により確認） 

オ タンク室の大きさ（現場又は写真により確認） 

カ タンク枕の状況（現場又は写真により確認） 

キ タンク室防水措置（現場確認） 

(2) タンク防食措置の検査（膜厚検査） 

ア エポキシ樹脂等による防食措置の場合は、次によること。 

(ｱ)  塗膜の厚さ 

基本的に自主検査にて500ミリメートル間隔で計測することとするが、自主

検査報告書の記載は最大値、最小値のみとして差し支えない。 

現場検査は、抜き取りで実施する。 

(ｲ)  傷の有無（現場確認） 

イ ア以外の方法による防食措置の場合は、予防課担当者は予防課内で協議するこ

と。 

(3) タンク据え付け状況 

ア タンク据え付け時のタンク室の乾燥状況（現場確認） 

イ タンクとタンク室との間隔（現場又は写真により確認） 
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(4) 二重殻タンク 

ア 鋼製二重殻タンク（ＳＳタンク） 

  第３章第26 ４(2)によること。 

イ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンク（ＳＦタンク） 

      第３章第28 ４及び５によること。 

    ウ 強化プラスチック製二重殻タンク（ＦＦタンク） 

      第３章第29 ４及び５によること。 

 

４ 給油取扱所 

    １及び３による。 

 

５ 移送取扱所 

(1) 放射線透過試験等の非破壊試験は危険物規則第28条の27により実施すること。 

なお、放射線透過試験結果は、フィルムにより確認する。 

(2) 漏えいの有無（次に示す方法で行った水圧（気密）試験結果報告書又は現場抜取

検査） 

ア 試験媒体は、水（事業所の敷地内の陸上部分は、窒素等の不燃性気体（新設配

管の場合は、空気でも可））で行うこと。 

イ 試験圧力は、当該配管の最大常用圧力の1.5倍以上とする。 

ウ 試験方法は、試験配管の末端をふさぎ、当該配管全体に規定の圧力をかけ、24

時間以上放置後圧力に変化のないことを確認し、点検ハンマー等により溶接箇所

等の漏れを確認する。窒素等を用いる場合は、溶接箇所等の継手部に発泡剤（石

けん水等）を塗布し漏れを確認する。 

 ただし、試験圧力を当該配管の最大常用圧力の２倍以上とした場合は放置時間

を４時間とすることができる。（水底配管を除く。） 

(3) 試験圧力の確認（現場又は写真により確認） 

(4) 配管防食措置（現場又は写真により確認） 

 

６ ２から５以外の製造所等 

    状況に応じ、現場検査、抜取検査、試験結果報告書等により確認すること。 

    なお、タンクにあっては、２及び３の例によること。 

 

 


